
平成２２年度特別支援学校における医療的ケア運営協議会 第２回協議の要旨（報告） 
 

  実施日  平成２３年１月２７日（木）   
特別支援教育課 

１ 第1回運営協議会の継続課題について 

    (1) 気管カニューレ、経鼻経管チューブが抜去した場合の対応について 

    ・平成22年10月22日付22教特第198号通知「医療的ケアに係る経管栄養チューブ、

気管カニューレが抜去した場合の対応について（通知）」の確認と了解 

    ・主治医からの指示書に具体的な内容が示されないケースがあるため、第198号通知に

ついて周知するなど、主治医と内容確認をしていく必要がある。 

 

(2) 教員による「胃瘻の半固形物の手押しによる注入」について 

    ・事務局が案 1「ステップ 1・ステップ 2の研修へ位置付ける」、案 2「モデル校研究

を実施し、検証していく」を提示し、これらを基本に協議する。 

       ・経管栄養の姿が以前とは変わってきている。案１のように研修で扱って教員が理解し

ていくことは大切だ。 

    ・本当に毎食ペーストの注入をしなければならない子はどのくらいいるのか。モデル校

で実施により、全ての学校で全ての子どもにペーストの注入が可能となると苦しい。 

       ・手技としては危険を伴うものではないが、感染症リスクやペースト食管理の面を考え

ていかなければならない。 

    ・教員ができればやってやりたいが、やってよいかという不安もある。どうしてもミキ

サー食をやる子どもを学校で判断する難しさはある。 

    ・案1の方向を基本として、特別支援教育課で検討して来年度の方向をはっきりさせて

いきたい。（事務局） 

 

(3) 指導医による学校訪問相談支援システムについて 

・医師の派遣について、学校現場からの要望は多く、事業化されることはありがたい。 

 ・派遣される医師の業務が更に多忙にならないよう回数、時間等工夫し、今後、若手の

医師が参加できるような運営をしてほしい。 

・信大医学部付属病院の摂食嚥下認定看護師の活用も考えられる。 

・学校看護師が参加できる訪問看護研修も実施しているので、活用をしてほしい。 

・提示案に沿いながら、指導医派遣相談事業の具現化に向けて努力したい。(事務局) 

 

２ ヒヤリハット事例について 

 ・各校から上げられたヒヤリハットの21事例を報告。(事務局) 

・幾つかの報告で具体的対応として「気をつける」「確認する」という趣旨のものは対

策とはならない。もっとシステム的な対応が必要である。 

 ・毎年繰り返し報告されている現状だが、このような事例を防ぐために、大切なものは

何か。 



・チェックリストの活用と複数でのチェック、時間帯による複数での対応等がある。 

・安全にできたという情報共有を今後行ってほしい。また、ミキサー食等を含め、他県

の情報を提供してほしい。 

 ・9ページの資料は全てお一人のお子さんということだが、対策が取られていない。 

・もう少しカニューレのサイズを大きくするはできないのか。 

 ・主治医の判断でカニューレの再挿入ということであれば、主治医が言えば何でもあり

になってしまい、現場が混乱する。県から出された第198号通知を主治医に示してい

く必要はある。県としてその辺りを検討してほしい。 

 ・安心安全に行うための実践事例の把握、他県のミキサー食の状況等については来年度

の運営協議会で扱いたい。主治医の判断によって現場に混乱を来すケースについては、

考えさせていただきたい。(事務局) 

  

３ 今後の医療的ケアに係る意見交換 

 ・呼吸器を付けているお子さんへの対応について、保護者負担の軽減への要望も高いこ

とから、今後の方向について協議してほしい。 

 ・来年度の医療的ケア運営協議会の柱の一つに据えるようにしたい。(事務局) 

 ・医療機関に併設して、発達障害の分校や分室等についての設置の予定は。 

 ・現在のところ予定はないが、ご意見として承る。（事務局） 

 ・校外学習の引率で保護者により外部看護師に依頼するケースがあるが、事故があった

場合の責任の所在はどう考えたらよいのか。 

・看護師の引率時の負担や給料等の待遇についても配慮いただきたい。 

・保護者個人の訪問看護の利用により、訪問看護師が学校への入り込むことは可能なの

か。 

・訪問看護ステーションは事業所であるので、個別に契約するものについて、主治医と

の連携がとれていれば個別の契約は可能である。 

・対象児童生徒も増えるので、看護師配置を是非、拡大してほしい。 

・安心安全な医療的ケア実施のため看護師配置数を明らかにしてほしい。 

・来年度は人工呼吸器利用のお子さんも含めた、医ケアの全体像が分かる資料を用意し

てほしい。 

・県としても、人工呼吸器への対応、訪問看護師の活用、医ケアの全体像の資料等につ

いて、来年度の協議題としたい。看護師の待遇等について、今後検討していきたい。(事

務局) 


